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人
事
院
指
令
一
四
―
一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
抗
体
検
査
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に

関
す
る
臨
時
措
置
に
つ
い
て

１

当
分
の
間
、
各
省
各
庁
の
長
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

行
政
執
行
法
人
の
長
は
、
我
が
国
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
七
項
第
三
号
に
掲
げ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

を
い
う
。
）
に
関
す
る
抗
体
保
有
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
抗
体
検
査
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
勤
務

し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
を

承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

こ
の
指
令
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日



人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

（
最
終
改
正
令
和
三
年
二
月
一
二
日
人
事
院
指
令
一
四
―
一
）


